
 

 

 

 

                  報道発表資料の配付日時  ４月 15 日（水）15 時 00 分 

発 表 項 目 

（ 行 事 名 ）
日高振興局海外悪性伝染病警戒本部幹事会の開催について 

記者レクチャー 

の お 知 ら せ 

(実施日時)   発 表 者  

  発表場所  

 

 

概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道における高病原性鳥インフルエンザの発生状況は、令和７年秋以降、

野鳥で95事例が確認されており（4月10日現在）、日高管内においては直近では

１月７日にえりも町で回収された死亡野鳥（ハシブトガラス）から簡易検査で

Ａ型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が確認されているところです。 

また、豚熱は都府県で依然として発生している状況にあり、近隣諸国ではア

フリカ豚熱や口蹄疫が継続的に発生していることから、管内への悪性伝染病の

侵入リスクは依然として高い状況となっています。 

こうした状況を踏まえ、海外悪性伝染病への危機意識の共有と発生防止に万

全を期すため、次のとおり日高振興局海外悪性伝染病警戒本部幹事会を開催し

ます。 

記 

１ 日 時 令和８年（2026 年）４月 20 日（月）13:30～ 

２ 場 所 日高振興局 地下会議室 

３ 参 集 日高振興局産業振興部長ほか 警戒本部幹事会構成員 

４ 内 容  

 （１）高病原性鳥インフルエンザについて 

 （２）豚熱・アフリカ豚熱について 

 （３）日高振興局管内における対応について 

 （４）その他 

 

 

参 考 

  

○日高振興局海外悪性伝染病警戒本部について 

・ 日高管内における海外悪性伝染病の発生防止に万全を期すため、日高振

興局副局長を本部長とする警戒本部を平成30年12月27日に設置。 

・ 警戒本部の事務を円滑に進めるため、警戒本部の下に産業振興部長をト

ップとする幹事会を設置。 

  （参考別添「日高振興局海外悪性伝染病警戒本部設置要領」） 

 

 報 道 ( 取 材 ) 
 に 当 た っ て 
 の お 願 い 

 

 他 の ク ラ ブ 

 と の 関 係 

 同 時 配 付 

 同 時 レ ク 
(場所) 

 

 担 当 

 （ 連 絡 先 ） 

・日高振興局産業振興部農務課（担当者：茂野、畠山）TEL：0146-22-9340 

 

４／１５（水）の発表 








